
ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

地域との絆・安心・潤い・憩いの木曽三川
 

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ５ 日 

国土交通省中部地方整備局  

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所  

木曽川大堰上流水面利用協議会では、水上オートバイ等の事故が再び起きることが

ないよう、今年度１回目の河川水面の安全利用・事故防止に関するパトロール及び啓発

活動を行います。  

 

※木曽川大堰上流水面利用協議会とは、 

木曽川大堰から濃尾大橋までの、稲沢市、一宮市及び羽島市における木曽川の水面利用に関し 

関係機関相互の調整を図り、事故の防止と河川環境の保全に寄与することを目的とした協議会で 

地元市・地元警察署・水上バイク利用者団体などが構成員となっています。 

河川水面の安全利用のため啓発活動を行います 

sy 

令和８年６月２８日（日） ８時３０分～（小雨決行） 

 

 ８：３０～ 愛知県稲沢市祖父江町宮西地先（ワイルドネイチャープラザ内） 

 ９：１５～ 岐阜県羽島市下中町城屋敷地先 

１０：１０～ 岐阜県羽島市桑原町大須地先（南濃大橋南附近） 

１０：４０～ 岐阜県羽島市堀津町地先（大藪大橋附近） 

 

岐阜県政記者クラブ、一宮日刊記者会 

 

指定なし 

 

中部地方整備局 木曽川上流河川事務所  

副   所   長  堀 政浩 

占用調整課長  千葉 瑞恵 

TEL: 058-251-1326   FAX: 058-251-6581 

 

 

１． 開催日時 

 

２． 開催場所 

 

 

 

 

３． 配 布 先 

 

４． 解 禁 

 

５． 問合せ先 

 

～ 水上オートバイ等での事故を起こさないために ～ 

国土交通省 

※6/28(日)の啓発活動は台風による河川の増水が予想

されるため安全を考慮し中止としました 


